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岸和田市新庁舎整備基本計画 新旧対照表 

 

改定前 改定後 

1 新庁舎整備必要性の検討経過、現況把握 

1.1 新庁舎整備の必要性に関する検討経緯及び基本計画の位置づけ 

岸和田市新庁舎整備に係るこれまでの検討経緯は以下の通りであり、庁舎建替の必要性の検討から、建設候補地

の検討を昨年度までに行い、その結果を踏まえて、今年度、新庁舎整備基本計画を策定するものである。 

 

 

 

 

1 新庁舎整備必要性の検討経過、現況把握 

1.1 新庁舎整備の必要性に関する検討経緯及び基本計画の位置づけ 

岸和田市新庁舎整備に係るこれまでの検討経緯は以下の通りである。 

これまでに庁舎建替の必要性の検討から、建設候補地の検討を行い、その結果を踏まえて、令和元年度、新庁舎

整備基本計画を策定した。令和２年度には新庁舎整備基本計画を基に岸和田市新庁舎整備事業設計施工業務公募

型プロポーザルを実施し、仮契約を締結したが、本契約とするための議案について議決を得られなかった。本契約

に移行できなかったことで有利な起債制度が活用できなくなり、建設方法や事業費の見直しが必要となった。 

＜検討経緯＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更箇所は赤下線または赤囲み 
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改定前 改定後 
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改定前 改定後 

1.2 現庁舎の現状と問題点 

岸和田市の現庁舎の、建物全体及び各種スペースにおける現状及び問題点を、以下の通り整理した。 

1.2.1 現庁舎の建物全体の現状と問題点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 現庁舎の現状と問題点 

岸和田市の現庁舎の、建物全体及び各種スペースにおける現状及び問題点を、以下の通り整理した。 

1.2.1 現庁舎の建物全体の現状と問題点 
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改定前 改定後 
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改定前 改定後 

1.2.2 市民利用スペースの現状と問題点 

<右記と同じ> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 市民利用スペースの現状と問題点 
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改定前 改定後 

1.2.3 窓口スペースの現状と問題点 

<右記と同じ> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3 窓口スペースの現状と問題点 
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改定前 改定後 

<右記と同じ> 
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改定前 改定後 

1.2.4 執務スペースの現状と問題点 

<右記と同じ> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4 執務スペースの現状と問題点 
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改定前 改定後 

<右記と同じ> 
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改定前 改定後 

1.2.5 書庫倉庫スペースの現状と問題点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5 書庫倉庫スペースの現状と問題点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇収納スペースの不足 

✓ 収納スペースが不足しており、庫内の棚の前にも物が積まれている状態で、通路の 

動線が阻害されており、検索にも時間を要する。また、保存書類の棚の中に物品類が

入れられており、棚前の通路にダンボールが置かれているなど、混在化、物置化して

いる。 

✓ 会議室や更衣室にも、文書や物品が置かれており、利用用途が混在している。 
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改定前 改定後 

1.2.6 現状と問題点のまとめ 

<右記と同じ> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.7 新庁舎建設の必要性 

<右記と同じ> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6 現状と問題点のまとめ 

建物全体及び各種スペースにおける現状及び問題点は、以下の通りまとめられる。 

1) 老朽化・耐震性能の不足 

✔現庁舎は、旧館をはじめとして、建設から相当年数が経過しており、老朽化の進行と耐震性能の不足が深刻な状

態である。 

✔現在でも、庁舎の外壁の剥落や庁内の雨漏りなど、日々の利用に際して重大な危険や不便が生じている。 

2) 分散化・狭あい化 

✔増築を重ねてきた経緯もあり、連携機能が分散化していることで、庁舎全体の機能構成が複雑で分かり難い状態

である。 

✔庁内のいたるところが狭あい化しており、人が活動したり、モノを収納したりするスペースが十分に確保されて

いない状態である。 

3) ユニバーサルデザイン 

✔現在の庁舎は、狭あい化も相まって、庁内動線や窓口空間・待合スペースなどバリアフリーの対策が不十分な状

態である。 

✔多目的トイレや授乳室など各庁内設備についても、ユニバーサルデザインに配慮された状態になっていない。 

4) セキュリティ 

✔施設の老朽化や分散化・狭あい化は、セキュリティ性能の確保にも影響が生じており、庁舎として守るべき情報

を守るための空間構成や運用が困難な状態である。 

 

 

1.2.7 新庁舎建設の必要性 

現庁舎においては、老朽化・耐震性能の不足、分散化・狭あい化、ユニバーサルデザイン、セキュリティなどの

面で、利用する市民に不便を強いており、また十分な執務環境が確保されていないことから職員の日々の業務が非

効率となり、市民サービスの質にも影響が生じている。 

また、過年度の庁舎建替庁内検討委員会におけるこれまでの検討から、耐震補強による対策では、さらなる庁舎

の狭あい化・動線の複雑化も見込まれ、市民サービスの低下につながることや、建替に比べて、一時的な費用は少

なくて済むものの、老朽化は解消されず、近い将来、やはり建替が必要になってしまう可能性があることが明らか

になっている。 

また、建替位置については、防災性（安全性）や利便性をはじめとする様々な観点から客観的評価を行った結果、

現庁舎位置で建替を行うことが適当であると示した。 

以上のことより、本市の財政は非常に厳しい状況であるものの、市民サービスの向上や防災・災害対策拠点とし

ての機能を強化し、市としてのスムーズな行政遂行を実施し、行政責任を果たしていくためにも、現庁舎位置にお

ける庁舎建替が必要である。 
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改定前 改定後 

1.3 市民及び職員の意向把握 

<右記と同じ> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 市民及び職員の意向把握 

庁舎建替を検討する上で、新庁舎建設に係る方針や、必要な導入機能・性能の検討をするため、利用する市民に

は市民ワークショップ及び市民アンケートを、働く職員には職員ワークショップを通じて意向把握の機会を設け

た。 

それぞれ抽出された意見の概要は以下の通りである。 
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改定前 改定後 

1.4 対象敷地の概要 

1.4.1 敷地概要の整理 

新庁舎の建設地は、北西側を府道堺阪南線、北東側は市道沼岸城線、南東側は市道岸城町 5号線に接し、南西側

は岸和田城の堀と接している。また、北東側の道路を挟んだ敷地は、第二来庁者用駐車場として利用している。 

①現本庁舎敷地②第二来庁者用駐車場敷地③上下水道局駐車場敷地は近隣商業地域で準防火地域に指定されて

おり、指定建蔽率は 80％、指定容積率は 300％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 対象敷地の概要 

1.4.1 敷地概要の整理 

新庁舎の対象敷地は、①第２来庁車用駐車場敷地、②上下水道局駐車場敷地及び③現本庁舎敷地とする。 

対象敷地は北西側を府道堺阪南線、南西側は市道沼岸城線、南東側は市道岸城町３号線に接し、北東側は民地と

接している。 

近隣商業地域で準防火地域に指定されており、指定建蔽率は 80％、指定容積率は 300％となっている。 
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改定前 改定後 

本計画における新庁舎建設対象敷地の法的条件等を、以下の通り整理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本計画における新庁舎建設対象敷地の法的条件等を、以下の通り整理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現本庁舎敷地 

項目 内容 

敷地面積 5,690.65 ㎡ 

用途地域 近隣商業地域 

容積率 300％ 

建蔽率 80％ 

防火地域 準防火地域 

景観区域 旧市街・歴史景観区 

その他 一部史跡指定範囲内・文化財包蔵地内 

道路斜線 1.5（適用距離：20m） 

隣地斜線 31m、2.5 

※建蔽率について、角地緩和が受けられる可能性あり。 

 第二来庁者用駐車場敷地 

項目 内容 

敷地面積 3,321.47 ㎡ 

用途地域 近隣商業地域 

容積率 300％ 

建蔽率 80％ 

防火地域 準防火地域 

景観区域 旧市街・歴史景観区 

その他 文化財包蔵地内 

道路斜線 1.5（適用距離：20m） 

隣地斜線 31m、2.5 

 上下水道局駐車場敷地 

項目 内容 

敷地面積 1,066.334 ㎡ 

用途地域 近隣商業地域 

容積率 300％ 

建蔽率 80％ 

防火地域 準防火地域 

景観区域 旧市街・歴史景観区 

その他 文化財包蔵地内 

道路斜線 1.5（適用距離：20m） 

隣地斜線 31m、2.5 

※2）・3）の敷地については一体利用も想定される。 

また、3）の敷地を単独で使用する場合や、2）・3）の敷地を一体利用する 

場合に、建蔽率について、角地緩和が受けられる可能性あり。 
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改定前 改定後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2 土地利用上の要件 

1.4.1 に示す敷地概要の整理にも記載のとおり、新庁舎建設に際して以下に示すような土地利用上の要件があ

る。 

(1) 旧市街・歴史景観区（景観計画） 

岸和田市景観計画において、対象敷地は「旧市街・歴史景観区」に位置付けられている。 

【色彩景観イメージ】 

・岸和田城周辺の歴史的なまちなみになじんだ「穏やかで、風格ある」色彩景観 

【色彩の考え方（推奨色）】 

・基調色は、低彩度の黄赤～黄系を基本としたカラーフレーム(a)を積極的に使用する。 

・伝統的な自然素材を積極的に使用する。 

・配色調和は、類似色相を基本とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2 土地利用上の要件 

1.4.1 に示す敷地概要の整理にも記載のとおり、新庁舎建設に際して以下に示すような土地利用上の要件があ

る。 

(1) 旧市街・歴史景観区（景観計画） 

岸和田市景観計画において、対象敷地は「旧市街・歴史景観区」に位置付けられている。 

【色彩景観イメージ】 

・岸和田城周辺の歴史的なまちなみになじんだ「穏やかで、風格ある」色彩景観 

【色彩の考え方（推奨色）】 

・基調色は、低彩度の黄赤～黄系を基本としたカラーフレーム(a)を積極的に使用する。 

・伝統的な自然素材を積極的に使用する。 

・配色調和は、類似色相を基本とする。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第四来庁者用兼公用車駐車場敷地 

項目 内容 

敷地面積 3,303.71 ㎡ 

用途地域 第一種中高層住居専用地域 

容積率 200％ 

建蔽率 60％ 

防火地域 ― 

景観区域 旧市街・歴史景観区 

その他 文化財包蔵地内 

北側斜線 10m+0.6（高度地区第二種） 

道路斜線 1.25（適用距離：20m） 

隣地斜線 20m、1.5 
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改定前 改定後 

(2) 文化財の取扱 

<右記と同じ> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 文化財の取扱 

岸和田市役所周辺は、岸和田城跡として大阪府指定史跡や、文化財包蔵地内となっており、石垣などが多く残さ

れている。史跡範囲内においては庁舎の建築は認められない。また、建替にあたって、文化財包蔵地内では、対象

敷地において、埋設文化財についての調査が必要となる。 
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改定前 改定後 

<右記と同じ> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

庁舎の建替時においては、石垣の残置についての取扱が建物ボリュームなどの設計条件に対して影響が大きい

ため、既存石垣の取扱について整理した。 
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改定前 改定後 

(3) ハザードマップ 

1) 地震 

岸和田市地震ハザードマップでは、「①上町断層帯地震」、「②中央構造線断層帯地震」、「③南海トラフ巨大地震」

における建物の被害予想を行っている。 

対象敷地においては、「①上町断層帯地震」発生時には、震度 6 強の地震が想定され、建物被害率(※)が 50％以

上の危険度ランク 7に該当する地域に含まれている。 

※建物被害率＝（全壊利率）＋（半壊率/2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) ハザードマップ 

1) 地震 

岸和田市地震ハザードマップでは、「①上町断層帯地震」、「②中央構造線断層帯地震」、「③南海トラフ巨大地震」

における建物の被害予想を行っている。 

対象敷地においては、「①上町断層帯地震」発生時には、震度 6強の地震が想定されている。 
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改定前 改定後 

2) 洪水・土砂災害 

岸和田市洪水・土砂災害ハザードマップでは、概ね 200年に 1回起こると想定される大雨によって牛滝川、春木

川、津田川の堤防が壊れたり、堤防を越えて水があふれるなどした場合の浸水被害の予想を行っている。 

対象敷地においては、洪水・土砂災害共に被害の発生は予想されていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 津波 

岸和田市津波ハザードマップでは、内閣府「南海トラフの巨大地震モデル検討会」が公表したモデルから、大阪

府域に最も大きな影響を与えるモデルを選定し、最も悪条件となる場合に想定される浸水域と浸水深の予想を行

っている。 

対象敷地においては、浸水の被害は想定されていないが、敷地周辺まで浸水被害が発生する可能性もあり、津波

被害への配慮も必要と考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 洪水・土砂災害 

岸和田市洪水・土砂災害ハザードマップでは、想定最大規模の降雨（１/１０００年程度の降雨）によって牛滝

川、春木川、津田川の堤防が壊れたり、堤防を越えて水があふれるなどした場合の浸水被害の予想を行っている。 

対象敷地においては、浸水の被害は予想されていないが、敷地周辺まで近いことに留意する。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3) 津波 

岸和田市津波ハザードマップでは、内閣府「南海トラフの巨大地震モデル検討会」が公表したモデルから、大阪

府域に最も大きな影響を与えるモデルを選定し、最も悪条件となる場合に想定される浸水域と浸水深の予想を行

っている。 

対象敷地においては、浸水の被害は予想されていないが、敷地周辺まで近いことに留意する。 
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改定前 改定後 

 

 

4) 高潮 

岸和田市高潮浸水ハザードマップでは、想定される最大規模の台風（室戸台風級：910hPa）により大阪湾の潮位

偏差が最大となる台風経路を設定し、堤防等の決壊等も見込んだ高潮浸水予測を行っている。 

対象敷地の一部は 0.5～3.0ｍ未満の浸水が想定されているため、電気室やサーバー室等の重要な諸室は、浸水

した場合でも影響のないよう上層部に確保することや、浸水想定がある部分には執務室を配置しない等の対策を

行う。 
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改定前 改定後 

（参考）大阪湾南東岸断層 

対象敷地は大阪湾南東岸断層の活断層線付近に位置している。本活断層については、地震調査研究推進本部（文

科省内）で近畿圏内の活断層の評価を審議中であるが、当活断層の仕組みについて有識者に伺ったところ、下記の

とおりであった。 
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改定前 改定後 

2 新庁舎整備方針の検討 

2.1 新庁舎建設に関する課題のまとめ 

<右記と同じ> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 新庁舎の将来像(基本理念) 

<右記と同じ> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 新庁舎整備方針の検討 

2.1 新庁舎建設に関する課題のまとめ 

これまで検討した、現状と問題点の整理結果や、市民及び職員の意向把握の結果から、新庁舎建設に関して検討

すべき課題として、次のように整理できる。 

1) 全ての利用者の現状及び将来のニーズにも対応できる機能性と効率性の確保 

現在の庁舎は、機能の分散化や庁舎内の狭あい化などの問題もあり、市民が行政サービスを効率的に受けられる

状態になっていない。それに加えて、職員にとっても働きやすい環境が整っておらず、市民ワークショップや職員

ワークショップなどでも、機能性や効率性の向上を求める声が多い。今後、将来の組織変更やニーズの変化にも対

応できる庁舎とする必要がある。 

 

2) 市庁舎としての安心・安全性の確保 

市庁舎は、災害時には防災拠点として機能すべき施設であるにもかかわらず、現在の庁舎は、老朽化が進行し、

耐震性能が備わっていない。地震だけでなく、近年日本全国で発生する津波や洪水による災害への対応について

も、市民意向では必須との意見も多い。 

また、市庁舎は市民の生活や活動を支える重要な施設であり、セキュリティやユニバーサルデザインの面でも、

誰もが安心できる、岸和田市の支えとなる施設である必要がある。 

 

3) 対象地周辺の地域性への配慮 

対象敷地は、住宅地や学校に囲まれているとともに、岸和田城にも隣接するなど、周辺環境への配慮が求められ

る状況である。市民ワークショップでも、周辺に配慮した景観デザインや、市民交流の場としての役割などに関す

る意見が見られた。庁舎単体としての計画ではなく、周辺の地域性との調和にも十分配慮した庁舎とする必要があ

る。 

 

4) 身の丈に合った過不足の無い最適な施設整備 

今後、人口減少や高齢化の進行を迎える中で、公共施設の整備や維持管理においては、市の財政負担の低減を目

指す必要がある。市民アンケートなどでも、新庁舎には防災や利便性など必要不可欠な機能を備える一方で、建設

コストを抑え、無駄のない建物とすべきという意見が多く、過不足の無いコンパクトな庁舎とする必要がある。 

 

2.2 新庁舎の将来像(基本理念) 

これまでの整理結果を踏まえ、岸和田市の新庁舎について、次のように基本理念を設定する。 
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改定前 改定後 

2.3 新庁舎整備の基本方針 

<右記と同じ> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 新庁舎整備の基本方針 

新庁舎の基本理念を踏まえた上で、新庁舎整備における基本方針を設定する。 

新庁舎は、市民・職員・議員など、すべての人々が快適に利用できるとともに、市民の生活を支える拠点として

の役割を果たし、また、市の顔として愛着を持たれ、周辺環境とも調和した庁舎となることを目指し、次の３つの

基本方針を設定する。 
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改定前 改定後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 ウィズコロナを見据えた新庁舎 

新型コロナウイルス感染症が常に身近に存在するものとして新しい生活様式が標準化していること、また、自治

体のＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）化が進むことにより業務の一層のデジタル化とオンライン化が進

み、あわせてリモートワークや執務室以外での活動へと働き方が多様化するものと考える。 

デジタル化とオンライン化、働き方の多様化に対応するためには、庁内無線通信環境の整備が必要となる。さら

に、将来的なデジタル化とオンライン化の進捗にあわせて、デジタルデバイド（情報技術により発生する格差）の

対策として、支所、市民センターでのサポート体制も並行して検討する。 

また、市の業務すべてがデジタル化とオンライン化だけで完結するというものではなく、対面コミュニケーショ

ンも必要であり、新庁舎にはプライバシーに配慮した相談スペースや多目的な活用スペースの設置を前提として、

来庁者や職員等のための感染症対策を含めた庁舎環境衛生面の向上を図るべきであると考える。 

さらに、庁舎の空間活用の考え方として、庁舎をコンパクト化しつつも臨機応変に対応できる庁舎を目指し、た

とえば自然災害などの緊急時において、迅速に用途を切り替えられるような伸縮可能な会議室等や代替可能な空

間の確保と、機構改革等の組織変更への柔軟性を求めるため、ユニバーサルレイアウトを基本としたオープンなフ

ロアとし、空間のフレキシブル性が発揮できる庁舎を求めていく。 
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改定前 改定後 

2.4 新庁舎の導入機能・性能の検討 

新庁舎に導入を図る機能及び性能を、以下のように整理する。 

(1) 窓口機能 

ワンストップ窓口の検討など、証明発行等を目的に来庁した市民が、サービスを受けるのに迷ったり時間がかか

ったりすることがない窓口機能を整備する。 

また、窓口での手続などが安心で快適に行えるよう、時期で異なる需要量に合わせたフレキシブルな仕組みや、

プライバシーに十分配慮した計画とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 新庁舎の導入機能・性能の検討 

新庁舎に導入を図る機能及び性能を、以下のように整理する。 

(1) 窓口機能 

ワンストップ窓口の検討など、証明発行等を目的に来庁した市民が、スムーズに手続きを進めることができる窓

口機能を整備する。 

また、窓口での手続などが安心で快適に行えるよう、時期で異なる需要量に合わせたフレキシブルな仕組みや、

プライバシーに十分配慮した計画とする。 
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改定前 改定後 

(2) 執務機能 

職員が効率的かつ快適に働けるよう、ユニバーサルレイアウトを基本としたオープンなフロアとするなど、他部

署も含めた職員間で連携がとりやすい執務環境とするとともに、会議や福利厚生のスペースなども確保する。 

 

また、業務に支障が出ないように必要な収納スペースを確保するとともに、文書や物品量の削減をするなど、管

理を徹底することにより効率的且つ機能的な庁舎を実現する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 執務機能 

職員が効率的かつ快適に働けるよう、ユニバーサルレイアウトを基本としたオープンなフロアとするなど、他部

署も含めた職員間で連携がとりやすい執務環境とするとともに、会議や福利厚生のスペースなど多目的な空間を

確保することで、フレキシブルに対応できるようにする。 

また、業務に支障が出ないように必要な収納スペースを確保するとともに、文書や物品量の削減をするなど、管

理を徹底することにより効率的且つ機能的な庁舎を実現する。 
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改定前 改定後 

(3) 議会機能 

議会機能は行政機能と適正に分離し、独立性を確保することを基本とする。その上で、傍聴する市民や議員が利

用しやすいようなバリアフリー対応や、ICTの活用など、時代の変化にも随時対応できるような柔軟性のある議事

堂諸室とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 議会機能 

議会機能は行政機能と適正に分離し、独立性を確保することを基本とする。その上で、傍聴する市民や議員が利

用しやすいようなバリアフリー対応や、ICTの活用など、時代の変化にも随時対応できるような柔軟性のある議事

堂諸室とする。 
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改定前 改定後 

(4) 防災拠点機能 

庁舎は、災害時には災害対策本部が設置される防災拠点であり、非常時にも即時の稼働が求められることから、

十分な耐震性能を備えるとともに、非常時のインフラ・物資・食料などを適切に確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 防災拠点機能 

庁舎は、災害時には災害対策本部が設置される防災拠点であり、非常時にも即時の稼働が求められることから、

十分な耐震性能を備えるとともに、非常時のインフラ・物資などを適切に確保する。 
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改定前 改定後 

(5) セキュリティ機能 

庁舎は、市民の個人情報などをはじめ、機密情報が多く存在することから、十分なセキュリティ機能の整備およ

び運用をする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) ユニバーサルデザイン 

庁舎を訪れる高齢者、子ども連れ、障がいのある方、外国人など、様々な人々が安心して利用しやすいよう、ま

た、災害時にも避難しやすいように庁内全体でユニバーサルデザインに十分配慮した計画とする。通路幅の確保な

ど施設整備だけでなく、案内サインや職員対応などにおいても、だれにでも優しいサービスを提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) セキュリティ機能 

庁舎は、市民の個人情報などをはじめ、機密情報が多く存在することから、十分なセキュリティ機能の整備およ

び運用をする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) ユニバーサルデザイン 

庁舎を訪れる高齢者、子ども連れ、障がいのある方、外国人など、様々な人々が安心して利用しやすいよう、ま

た、災害時にも避難しやすいように庁内全体でユニバーサルデザインに十分配慮した計画とする。通路幅の確保な

ど施設整備だけでなく、案内サインや職員対応などにおいても、だれにでも優しいサービスを提供する。 
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改定前 改定後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 環境衛生 

新型コロナウイルス感染症をはじめとした感染症対策として、すべての空間において十分な換気機能を確保す

るとともに、公衆衛生上の観点から水回りの自動水栓導入や抗ウイルス材を使用した什器の導入等の感染症対策

を実施する。 
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改定前 改定後 

(7) 環境への配慮 

環境に十分配慮した庁舎とするため、国土交通省が推進する環境配慮型官庁施設（グリーン庁舎）として、自然エ

ネルギーの積極的な活用や高効率な設備機器を導入した計画とする。 

また、建設後のライフサイクルコストの縮減を目指し、建物の維持管理のしやすさにも配慮した計画とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) 環境への配慮 

環境に十分配慮した庁舎とするため、国土交通省が推進する環境負荷低減に配慮した官庁施設を目指し、自然エ

ネルギーの積極的な活用や高効率な設備機器を導入した計画とする。 

また、建設後のライフサイクルコストの縮減を目指し、建物の維持管理のしやすさにも配慮した計画とする。 
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改定前 改定後 

(8) 歴史・文化・景観への配慮 

対象敷地周辺は、岸和田市有数の歴史資源である岸和田城が隣接しており、また、だんじり祭りにおける宮入の

ルートにも接している。これらの歴史・文化・景観を損なわないよう、十分配慮した計画とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9) 市民交流・情報発信機能 

市民が多目的に利用できるような市民交流スペースや、来庁者が市政などの情報を共有できるよう、各種情報を

発信するスペースの確保を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

(9) 歴史・文化・景観への配慮 

対象敷地周辺は、岸和田市有数の歴史資源である岸和田城が隣接しており、また、だんじり祭における宮入のル

ートにも接している。これらの歴史・文化・景観を損なわないよう、十分配慮した計画とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) 市民交流・情報発信機能 

市民が多目的に利用できるような市民交流スペースや、来庁者が市政などの情報を共有できるよう、各種情報を

発信するスペースの確保を検討する。 
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改定前 改定後 

3 新庁舎の施設計画 

3.1 新庁舎に配置する部署 

新庁舎に配置する部署については、市民サービスの向上を目指し、以下の部署を配置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 新庁舎の施設計画 

3.1 新庁舎に配置する部署 

新庁舎に配置する部署については、市民サービスの向上を目指し、以下の部署を配置する。 
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改定前 改定後 

3.2 新庁舎の規模 

(1) 庁舎規模の算定 

庁舎規模の算定にあたっては、平成 30年度実施「岸和田市庁舎執務環境等調査業務」の調査結果を基に、面積

を積み上げて算定した。 

 

【規模算定のために行った調査】 

・各職階に応じた必要執務面積 

・昨年度実施の執務環境調査における会議実態調査から算定した会議室数 

・市民や事業者との相談実態から得られた相談スペース数 

・窓口対応状況調査で分かった必要窓口数 

・保管する文書・物品等の保管のための必要面積 

・会議室の頻度調査から得られる会議室数 

・各課ごとの特有諸室の広さ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、施設計画における各課の本庁舎・分庁舎への配置については、平成 30年度実施「岸和田市庁舎執務環境

等調査業務」における図 3-1「コミュニケーション相関図のグループ」を基本として設定を行なった。 

<以下図表右記と同じ> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 新庁舎の規模 

(1) 庁舎規模の算定 

庁舎規模の算定にあたっては、平成 30年度実施「岸和田市庁舎執務環境等調査業務」の調査結果を基に、執務

空間の余白率 （執務空間をとらえる中で、「部屋面積」に対する「机や椅子の占有部分以外の面積」の比率） を

見直した上で、配置職員数に基づき必要面積を積み上げて算定した。 

【規模算定のために行った調査】 

・各職階に応じた必要執務面積 

・平成 30年度実施の執務環境調査における会議実態調査から算定した会議室数 

・市民や事業者との相談実態から得られた相談スペース数 

・窓口対応状況調査で分かった必要窓口数 

・保管する文書・物品等の保管のための必要面積 

・会議室の頻度調査から得られる会議室数 

・各課ごとの特有諸室の広さ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、施設計画における各課の配置については、平成 30 年度実施「岸和田市庁舎執務環境等調査業務」におけ

る図 3-1「コミュニケーション相関図のグループ」を基本として設定を行なった。 
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改定前 改定後 
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改定前 改定後 

(2) 駐車場規模の算定 

平成 30年度実施「岸和田市庁舎整備計画策定支援業務委託」において、新庁舎に必要となる駐車台数は現状機

能の確保を踏まえ、以下のように設定している。 

 

 

 

 

新庁舎を「①現庁舎敷地」と「②第二来庁者用駐車場敷地」に整備することを踏まえると、 

「④第四来庁者用兼公用車駐車場敷地」を公用車専用の駐車場として利用し、市役所利用分（189台）の駐車場

は「③上下水道局駐車場敷地」など新庁舎近傍に整備することが望ましい。 

また、既存「第三来庁者用駐車場（42台）」については、継続利用を想定しているため、新たに整備する必要の

ある駐車台数は、147台(189台-42台)となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 駐車場規模の算定 

新庁舎整備に伴い利用できなくなった「第２来庁者用駐車場」の一般車 51台を「③現庁舎敷地」の庁舎跡に現

第１来庁者用駐車場と同じ高さの人工地盤により駐車場整備を行い、必要台数を確保する。 
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改定前 改定後 

(3) 駐輪場規模の算定 

平成 30 年度実施「岸和田市庁舎整備計画策定支援業務」において、新庁舎に必要となる駐輪台数は以下のよう

に設定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) バイク駐輪場規模の算定 

平成 30 年度実施「岸和田市庁舎整備計画策定支援業務」において、新庁舎に必要となるバイク駐輪台数は以下

のように設定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 駐輪場規模の算定 

平成 30 年度実施「岸和田市庁舎整備計画策定支援業務」において算定した必要駐輪台数を基礎に、別館や第２

別館に駐輪している台数を除外し、新庁舎に必要となる駐輪台数を以下のように設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) バイク駐輪場規模の算定 

平成 30 年度実施「岸和田市庁舎整備計画策定支援業務」において算定した必要駐輪台数を基礎に、別館や第２

別館に駐輪している台数を除外し、新庁舎に必要となる駐輪台数を以下のように設定する。 
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改定前 改定後 

3.3 新庁舎の配置計画 

(1) 新庁舎の概要 

前章の機能配置から新庁舎整備事業における整備施設の概要を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新庁舎の配置構成は、市民利用や庁内連携において機能的でかつ、新庁舎建設期間中の市民サービスの継続を実

現するため、上図に示すような配置構成とする。 

新庁舎建設中の市民サービス及び行政効率の低下や、新庁舎及び仮設庁舎に要する費用を抑制するため、耐震性

能を満たし耐用年数上使用可能な別館・第２別館については、今後も必要な修繕更新を行いながら継続して利用す

ることとする。 

なお、正式な建物の階数、形状および配置については、工費・工期などを踏まえ、基本設計において決定するも

のとする。 

また、外構整備などにおいても、本庁舎の敷地にだんじり祭りなど、地域に根付いた文化と調和するオープンス

ペースを計画する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 新庁舎の配置計画 

(1) 新庁舎の概要 

前章の機能配置から新庁舎整備事業における整備施設の概要を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新庁舎の配置構成は、工事期間中に仮設庁舎を建設しないことを前提に、上図に示すような配置構成とする。 

 

新庁舎建設中の市民サービス及び行政効率の低下や、新庁舎整備に要する費用を抑制するため、耐震性能を満た

し耐用年数上使用可能な別館・第２別館については、今後も必要な修繕更新を行いながら継続して利用することと

する。 

なお、正式な建物の階数、形状および配置については、工費・工期などを踏まえ、基本設計において決定するも

のとする。 

また、外構整備などにおいても、本庁舎の敷地にだんじり祭など、地域に根付いた文化と調和するオープンスペ

ースを計画する。 
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改定前 改定後 
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改定前 改定後 

(2) 動線計画 

整備方針と敷地の特性を整理し、新庁舎建設における動線計画を以下に参考として示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・分庁舎の駐車場については、市道沼岸城線から分庁舎の敷地へと進入し、分庁舎の敷地から立体駐車場へ進入す

ることを想定。（混雑時に府道堺阪南線が渋滞しないように配慮するため） 

・本庁舎の駐車場については、市道岸城町５号線から進入し、地下 1階（府道堺阪南線）レベルまで移動すること

を想定。 

・分庁舎に市民サービスをまとめて配置することで、市道沼岸城線における人の横断を極力少なくし、来庁者の安

全性に配慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 動線計画 

整備方針と敷地の特性を整理し、新庁舎建設における動線計画を以下に参考として示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・駐車場は現庁舎敷地に整備することとするが、庁舎の車寄せや駐輪場の一部は新庁舎敷地内に確保する。 

・来庁者用駐車場は現庁舎の解体後、人工地盤により第１来庁者用駐車場と同じ高さで整備する。 

・来庁者用駐車場は、府道堺阪南線及び市道沼岸城線の交通量と安全面に配慮し、市道岸城町５号線から進入する

こととする。 
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改定前 改定後 

(3) 新庁舎のフロア構成 

機能配置に基づく、本庁舎・分庁舎のフロア構成の想定を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※新庁舎のフロア構成については、基本的な考え方は上記に示すところであるが、各庁舎の機能配置を引き続き検

討することにより、各庁舎間の機能が一部入れ替わることも想定されるため、詳細は基本設計において決定する

ものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 新庁舎のフロア構成 

機能配置に基づく、新庁舎のフロア構成の想定を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※新庁舎のフロア構成については、基本的な考え方は上記に示すところであるが、各庁舎の機能配置を引き続き検

討することにより、各庁舎間の機能が一部入れ替わることも想定されるため、詳細は基本設計において決定する

ものとする。 
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改定前 改定後 

3.4 新庁舎の構造計画 

(1) 施設の耐震性能 

新設する本庁舎及び分庁舎は、災害対策本部等の災害拠点として機能することが求められる。そのため、大地震

後※に構造体の補修を行うことなく建築物が利用出来ることを目標とし、施設の耐震性能は、国土交通省の定める

「官庁施設の総合耐震計画基準」の耐震安全性の分類において、構造体「Ⅰ類」、建築非構造部材「A 類」、建築設

備「甲類」とする。 

※大地震：建築物の存在期間中に 1 度は遭遇することを考慮すべき極めて稀に発生する地震動のこと 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 新庁舎の構造計画 

(1) 施設の耐震性能 

新設する庁舎は、災害対策本部等の災害拠点として機能することが求められる。そのため、大地震後※に構造体

の補修を行うことなく建築物が利用出来ることを目標とし、施設の耐震性能は、国土交通省の定める「官庁施設の

総合耐震・対津波計画基準」の耐震安全性の分類において、構造体「Ⅰ類」、建築非構造部材「A類」、建築設備「甲

類」とする。 

※大地震：建築物の存在期間中に 1 度は遭遇することを考慮すべき極めて稀に発生する地震動のこと 
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改定前 改定後 

<右記と同じ> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先述の耐震性能基準を満たすにあたり、各種構法の比較を行う。大地震動に対しても、機能保持及び収容物の保

全が可能な免震構造を基本として設計を進めるものとする。 
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改定前 改定後 

(2) 構造形式 

<右記と同じ> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 構造形式 

新庁舎の構造形式については、鉄骨造（S造）、鉄筋コンクリート造（RC造）、鉄骨鉄筋コンクリート造（SRC

造）、プレキャストプレストレストコンクリート造（PCaPC造）が挙げられ、それぞれの特徴を下表にまとめる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市が想定している規模の建物において、一般的には「鉄筋コンクリート造（RC造）」、「鉄骨造（S造）」が多

く存在しているが、新庁舎の構造形式について、建物の階数や形状に加え、内部の空間構成も決まっていないこと

から、空間の自由度・経済性・施工性などを踏まえ、基本設計段階において正式に決定するものとする。 
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改定前 改定後 

(3) 液状化対策 

<図表番号以外右記と同じ> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 液状化対策 

令和元年度実施「岸和田市庁舎建替に伴う地質調査委託（液状化判定）」において、対象敷地の液状化判定を行

った。結果の概要は以下の通りであり、設計段階において、建物の配置・規模に応じた地質調査を行い、対策を検

討する必要がある。 
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改定前 改定後 

<右記と同じ> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

液状化の程度予測と危険度判定の結果、調査地の液状化特性は大きく下記の 4つに分類される。 

1.「液状化程度の予測：なし、液状化の危険度判定：かなり低い」は、液状化に対する問題はないものと判断され

る。 

2.「液状化程度の予測：軽微、液状化の危険度判定：低い」は、問題は少ないことが予想される。 

3.「液状化程度の予測：小、液状化の危険度判定：低い」は、詳細な調査が必要と判断される。 

4.「液状化程度の予測：小～中、液状化の危険度判定：高い」は、詳細調査を行った上で、液状化対策の有無を検

討することが望まれる。  
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改定前 改定後 

3.5 新庁舎の設備計画 

<図表番号以外右記と同じ> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 新庁舎の設備計画 

2018 年に閣議決定されたエネルギー基本計画の中で、2020年までに新築公共建築物等で ZEB(ネット・ゼロ・

エネルギー・ビル)を実現することを目指すとされている。 

そのため、新庁舎は、ZEB の実現を目指した自然エネルギーの積極的な活用や高効率な設備機器の導入等によ

る環境配慮型官庁施設(グリーン庁舎)として整備することが望ましい。 

ZEB庁舎の実現に向けて、以下事項等について導入の検討を行う。 

※ZEBとは、Net Zero Energy Building(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)の略で、快適な室内環境を維持しな

がら、建物で消費する年間の一次エネルギーの収支をゼロにすることを目指した建物のことを指す。 

■環境負荷低減メニュー 

・建物の配置計画 

建築物の向きや室の配置などについて配慮し、日射負荷の低減、自然通風や自然採光の利用を促進する。 

・屋上・壁面 

建築物の屋上や壁面を利用し、太陽光パネルの設置や緑化を施し、建築物の自然エネルギーの活用や断熱性能の

向上、ヒートアイランド現象の緩和を図る。 

・親水性舗装 

路面に降った雨水を舗装内の隙間から地中へ還元することで、排水負荷を低減する。 

・自然採光 

自然採光を最大限室内に確保し、照明負荷を低減する。 

・自然換気 

自然換気を利用し、中間期の冷房負荷を低減する。 

・再生可能エネルギーの活用 

太陽光発電や地中熱利用など再生可能エネルギーを導入し、建物のエネルギー負荷を低減する。 

・高効率照明 

長寿命かつ高輝度の照明器具を用いることで、照明負荷を低減する。 

・十分な断熱性能の確保 

断熱性の高い工法や資材を採用し、躯体を通した熱負荷を低減する。 

・エコマテリアルの使用 

庁舎の建設に使用する材料は、エコマテリアル（環境負荷の少ない素材）を可能な限り使用する計画とする。 
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改定前 改定後 

3.6 建替計画 

分庁舎及び仮設庁舎の建設工事中に現在駐車場の一部機能が確保出来ない可能性がある。 

そのため、分庁舎及び仮設庁舎の工事に先立ち、代替駐車場の確保が必要である。 

そこで、全体の工事に先立ち、立体駐車場を先行して建設し、機能確保を行う。 

 

分庁舎の整備を行う場合における新庁舎整備の工事フローを以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 建替計画 

新庁舎の建設工事中、現在の駐車場の一部機能が確保出来ないため、第４来庁者用駐車場を代替駐車場として機

能確保を行う。 

 

 

新庁舎整備の工事フローを以下に示す。 
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改定前 改定後 

3.7 新庁舎のイメージ 

(1) 鳥瞰イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 内観イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 新庁舎のイメージ 

(1) 鳥瞰イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 内観イメージ 
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改定前 改定後 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 新庁舎建設の事業計画 

4.1 概算事業費の算定 

(1) 算定単価の設定 

概算事業費算定用の工事単価は、「JBCI（ジャパン・ビルディング・コスト・インフォメーション）」内の 2016

年から 2018年の 3 年間に建設された施設の工事費を参考とする。 

※工事費、解体撤去費採用単価：2019年 8月下旬時点 JBCI単価による 

※設計時詳細地質調査等の結果により必要となる造成工事費、地盤改良費、止水対策工事費、その他経費は別途と

する。 

※今後の物価変動等により費用の増減がある場合には、調整を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 新庁舎建設の事業計画 

4.1 概算事業費の算定 

(1) 算定単価の設定 

概算事業費算定用の工事単価は、「JBCI（ジャパン・ビルディング・コスト・インフォメーション）」内の 2019

年から 2021年の３年間に建設された施設の工事費を参考とする。 

※工事費、解体撤去費採用単価：2022年８月下旬時点 JBCI単価による。 

※舗装解体・撤去費採用単価：市の道路整備単価を調査したものによる。 

※設計時詳細地質調査等の結果により必要となる造成工事費、地盤改良費、止水対策工事費、その他経費は別途と

する。 

※今後の物価変動等により費用の増減がある場合には、調整を行う。 
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改定前 改定後 

(2) 概算事業費の算定 

新庁舎整備における概算事業費は以下のようになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 概算事業費の算定 

新庁舎整備における概算事業費は以下のようになる。 
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改定前 改定後 

4.2 事業の財源 

新庁舎整備事業の財源内訳は、市町村役場機能緊急保全事業債の活用を計画する。市町村役場機能緊急保全事業

債については、起債対象事業費の 90％を充当できるうえ、起債対象事業費の 75％を上限として交付税措置の対象

とできる。また、この範囲で充当した市町村役場機能緊急保全事業債の元利償還金の 30％が基準財政需要額に算

入される。 

ただし、市町村役場機能緊急保全事業債の利用にあたっては、令和 2年度末までに実施設計を含む委託業務が契

約されている必要がある。 

その他として社会資本整備総合交付金や ZEB※補助金等が活用できる可能性がある。 

※ZEB（ゼブ）とは、Net Zero Energy Building（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）の略称 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 事業の財源 

新庁舎整備に伴う財源については、基本的には一般単独事業債等（起債）及び庁舎建設基金等とするが、基本設

計時に建物の延床面積、導入設備の詳細が確定した時点で、有利な条件となる財源を探し、各種補助制度の活用も

図る。 
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改定前 改定後 

4.3 ライフサイクルコスト(LCC)の検討 

4.3.1 修繕更新の方法について 

<図表番号以外右記と同じ> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 ライフサイクルコスト(LCC)の検討 

4.3.1 修繕更新の方法について 

修繕更新にかかる保全の方式は、大きくは「予防保全」と「事後保全」に分けられる。予防保全は点検・修繕な

どの保全計画を立て、建築物の部分等に不具合・故障が生じる前に定期的にメンテナンスを行い、性能・機能を所

定の状態に維持することを言う。これに対して、劣化や不具合が生じてから措置を行うことを事後保全という。そ

れぞれの保全方法の特徴について以下に示す。 
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改定前 改定後 

4.3.2 LCC の試算条件 

試算にあたっては、『平成 31年版 建築物のライフサイクルコスト(第 2版)』の LCC計算プログラムをもとに

算定を行ない、設計監理費及び建設費については、概算事業費を用いる。また、各種単価の設定値については、概

算事業費算出時のものに準拠し、使用年数は岸和田市公共施設最適化計画により、65年とする。保全形式につい

ては、「予防保全＋事後保全」及び「予防保全のみ」の 2 パターンの比較を行う。ただし、実際の保全を行う場合

には、事後保全の部材であってもいずれは修繕等が必要となることから、「予防保全＋事後保全」を実施すること

が望ましい。 

また、LCCの算定は、本庁舎及び分庁舎のみとし、仮設庁舎については考慮しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 LCC の試算条件 

試算にあたっては、『平成 31年版 建築物のライフサイクルコスト(第２版)』の LCC計算プログラムをもとに

算定を行ない、設計監理費及び建設費については、概算事業費を用いる。また、各種単価の設定値については、概

算事業費算出時のものに準拠し、使用年数は岸和田市公共施設最適化計画により、65 年とする。保全形式につい

ては、「予防保全＋事後保全」及び「予防保全のみ」の２パターンの比較を行う。ただし、実際の保全を行う場合

には、事後保全の部材であってもいずれは修繕等が必要となることから、「予防保全＋事後保全」を実施すること

が望ましい。 
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改定前 改定後 

4.3.3 LCC の算出結果 

先述の LCC算定条件に基づく、各施設の算定結果は下記の通りである。 

LCCの内、イニシャル（建設・解体）コストを除く、ランニング（運用・保全）コストについて、予防保全＋事

後保全を行なった場合、本庁舎は 65年合計で約 106億円（1.5万円／㎡・年）となり、分庁舎は 65年合計で約 85

億円（1.7万円／㎡・年）となる。LCCについては、一般的に保全にかかるコストが最も割合が大きくなる傾向が

あるため、計画的な施設保全を実施することで LCCの縮減を行うことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3 LCC の算出結果 

先述の LCC算定条件に基づく、各施設の算定結果は下記の通りである。 

LCCの内、イニシャル（建設・解体）コストを除く、ランニング（運用・保全）コストについて、予防保全＋事

後保全を行なった場合、65年合計で約 130億円（1.5万円／㎡・年）となる。LCCについては、一般的に保全にか

かるコストが最も割合が大きくなる傾向があるため、計画的な施設保全を実施することで LCC の縮減を行うこと

ができる。 
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改定前 改定後 
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改定前 改定後 

4.4  事業手法の検討 

<図表番号右記と同じ> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 事業スケジュール 

プロポーザル方式で実施した場合の全体事業スケジュールを以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4  事業手法の検討 

新庁舎建設に係る事業手法について、比較により、それぞれのメリット・デメリットを把握した。 

結果として事業手法は設計・施工の一元化によるコスト低減・工期短縮が期待できること、設計段階から施工者

のノウハウや独自の技術力の活用が期待できること、設計段階から市民・行政意見を反映できることなどを踏まえ

て、設計（基本・実施）と建設を一括で行う DB（デザインビルド）方式（一括型）を採用する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 事業スケジュール 

プロポーザル方式で実施した場合の全体事業スケジュールを以下に示す。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


